
磐田市放課後児童健全育成事業 

令和６年度ハッピー富士見児童クラブ 

入  所  募  集  案  内 
この入所募集案内には、児童クラブの申請に関わる必要な事項が記載されています。 

よくお読みいただいたうえで、申請してください。 

  

 

 

《入所の基準：児童クラブの利用ができる方》 

(1)磐田北小・富士見小・東部小に就学している１年生から６年生の児童。学校のお迎えを行います。 

(2)保護者が就労しているご家庭。 

      

 

児童クラブの開所時間、利用料について 

１ 開所日等《保護者の仕事がお休みの日は、要相談。》 

開 所 日 開所時間 延長時間 

授業のある日 午後１時から午後６時まで 
午後６時から午後７時 

長期休業期間・学校振替休日 午前８時から午後６時まで 

    ＊開所時間は下校時間等により変更になる場合があります。  

 

２ 閉所日   (1)土曜日、日曜日 (2)盆休み（8月中旬 3日間） (3)年末年始（12/29から 1/3まで） 

５ 閉所日   (4)ＧＷ 

 

３ 利用料等  

(1) 基本利用料 小学校までのお迎え、保険料含む 

利 用 期 間 利用料 

午後１時から午後６時 （月曜日から金曜日） 

施設使用料 

車両使用料 

月額    9,000円 

月額  1,000円 

月額  1,400円 

    

(2)追加利用料   

延長 午後６時から午後７時  

※延長をご希望されても時間内でのお迎えは何時でも可能です。 

 

長期休暇（夏休み） 

長期休み（冬休み＆春休み） 

月額 ＋1,000円 

 

 

月額 ＋10,000円 

月額 ＋4,000円 

＊15日以前に退所、16日以後に入所した場合の利用料は半額（注）になります。 

＊利用者の都合でその月の全日数を欠席した場合でも、１か月分の利用料がかかります。 

      （注）：入所月、退所月以外で利用料の半額対応は出来ません。 

★放課後児童クラブとは･････保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に放課後や春・夏・冬休み・振替休日等の

学校休業日において、適切な遊びや生活の場を提供し、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、児童の健全な育成を

支援することを目的としています。

●〇ハッピー富士見児童クラブ〇● 

定員 37名予定 

 

―――＊お問合せ先＊――― 

磐田市富士見台 4-3 

TEL：0538-86-5566 


